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令
和
五
年
四
月
十
九
日
岡
山
国
際
ホ
テ

ル
（
岡
山
市
中
区
）
に
於
い
て
、
岡
山
県

神
社
関
係
者
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

県
神
社
庁
（
藤
山
知
之
進
庁
長
）
と
県

神
社
総
代
会
（
中
島
博
会
長
）
の
共
催
に

よ
り
県
内
の
神
職
及
び
総
代
等
約
五
百
人

が
参
集
し
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
も
抑
え
ら
れ
て
い
る
傾
向
に
あ

り
二
年
ぶ
り
に
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

第
一
部
の
「
物
故
者
慰
霊
祭
」
で
は
、

神
社
関
係
者
大
会
六
十
回
の
節
目
に
あ
た

り
、
こ
の
間
に
亡
く
な
ら
れ
た
岡
山
県
内

の
神
社
関
係
者
全
て
の
御
霊
を
御
慰
め
す

る
た
め
、
斎
主
を
藤
山
庁
長
が
務
め
斎
行

さ
れ
ま
し
た
。

　

第
二
部
「
式
典
」
は
、
藤
山
庁
長
の
先

導
に
よ
る
国
旗
儀
礼
、神
宮
遙
拝
を
行
い
、

国
歌
斉
唱
、
岡
山
県
神
道
青
年
協
議
会
湯

浅
迪
彦
会
長
の
先
導
に
よ
る
『
敬
神
生
活

の
綱
領
』
の
唱
和
、
続
い
て
藤
山
庁
長
の

式
辞
で
は
、
神
社
関
係
者
大
会
が
六
十
回

を
迎
え
ら
れ
た
こ
と
へ
の
感
謝
と
更
な
る

斯
道
の
発
展
の
決
意
を
述
べ
ら
れ
、
中
島

総
代
会
会
長
が
併
せ
て
式
辞
を
述
べ
ら
れ

ま
し
た
。
続
く
表
彰
で
は
、
表
彰
規
程
第

二
条
一
号
（
神
職
）
十
四
名
・
規
程
第
二

条
二
号
（
役
員
・
総
代
）
五
十
六
名
・
規

程
第
三
条
（
役
員
・
総
代
）
六
名
に
表
彰

状
と
記
念
品
の
授
与
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

来
賓
を
代
表
し
て
神
社
本
庁
鷹
司
尚
武
統

理
、
神
宮
大
宮
司
御
名
代
で
あ
る
久
田
哲

也
禰
宜
が
そ
れ
ぞ
れ
祝
辞
を
述
べ
ら
れ
ま

し
た
。
続
い
て
祝
電
披
露
後
、
被
表
彰
者

を
代
表
し
て

木
鍋
八
幡
宮

高
原
家
直
宮

司
が
謝
辞
を

述
べ
ら
れ
ま

し
た
。
続
い

て
初
任
神
職

辞
令
交
付
が

行
わ
れ
、
令

和
三
年
四
月

か
ら
大
会
当

日
ま
で
の
間

に
任
用
さ
れ

た
神
職
十
七

名
の
う
ち
、

当
日
出
席
の

五
名
に
対
し

て
藤
山
庁
長

か
ら
辞
令
が
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て

山
口
県
神
社
庁
真
庭
宗
雄
庁
長
の
先
導
に

よ
る
聖
寿
万
歳
三
唱
、
藤
山
庁
長
に
よ
る

国
旗
儀
礼
で
式
典
が
終
了
し
ま
し
た
。

　

第
三
部
の
「
講
演
会
」
は
、
元
航
空
自

衛
隊
空
将
の
織
田
邦
男
氏
に
よ
る
『
ウ
ク

ラ
イ
ナ
戦
争
の
教
訓
と
日
本
の
課
題
』
と

題
し
、
講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
織
田

氏
は
昭
和
四
十
九
年
防
衛
大
学
校
を
卒

業
後
、
航
空
自
衛
隊
に
入
隊
さ
れ
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
米
空
軍
大
学
留
学
、
ス
タ

ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
客
員
研
究
員
、
航
空
幕

僚
監
部
防
衛
部
長
、
航
空
支
援
集
団
司
令

官
等
を
歴
任
さ
れ
、
平
成
二
十
一
年
自
衛

隊
を
退
職
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
は
織
田
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
代
表
、
麗
澤
大
学
特
別
教

授
を
務
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
回
の
講
演

で
は
、
日
本

の
安
全
保
障

に
つ
い
て
ウ

ク
ラ
イ
ナ
を

鑑
み
見
解
を

説
か
れ
ま
し

た
。
以
下
講

演
内
容
を
抜

粋
し
て
掲
載

し
ま
す
。

　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
か
ら
何
を
読
み
取
れ

る
か
と
い
う
こ
と
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
を

我
々
は
対
岸
の
火
事
と
思
っ
て
い
た
ら
大

間
違
い
で
す
。
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ

ナ
侵
攻
か
ら
一
年
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
戦

争
で
見
え
た
こ
と
か
ら
お
話
し
ま
す
。
先

ず
は
常
任
理
事
国
で
す
。
常
任
理
事
国
が

核
を
ち
ら
つ
か
せ
な
が
ら
侵
略
戦
争
を
す

れ
ば
誰
も
止
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
な

の
で
す
。
国
連
は
全
く
無
力
で
す
、
安
保

理
が
ロ
シ
ア
非
難
決
議
を
や
ろ
う
と
し
た

ら
、
こ
れ
は
拒
否
権
で
採
択
で
き
ず
。
国

連
総
会
は
ど
う
か
、
国
連
総
会
と
い
う
の
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は
決
議
し
て
も
強
制
力
が
無
い
の
で
す
。

無
い
け
れ
ど
も
国
連
決
議
や
り
ま
し
た
。

対
ロ
非
難
決
議
一
九
三
か
国
中
一
四
一
か

国
で
す
。
制
裁
に
参
加
し
て
い
る
の
は
三

七
か
国
な
の
で
す
。
開
戦
の
十
日
前
に
ゼ

レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
は
「
我
々
は
、
平
和

を
目
指
す
全
て
の
問
題
に
交
渉
の
み
で
対

処
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
」
つ
ま
り
、

外
交
で
解
決
す
る
と
云
っ
て
い
る
の
で

す
。
こ
れ
は
、
平
和
ぼ
け
し
て
い
る
日
本

人
と
一
緒
な
の
で
す
。
全
く
即
応
体
制
を

と
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
攻
撃
が
起
き

て
日
本
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
、
ウ

ク
ラ
イ
ナ
に
ロ
シ
ア
が
攻
め
込
ん
だ
、
日

本
政
府
は
「
あ
っ
、
そ
う
」
で
す
か
ら
。

安
全
保
障
会
議
は
四
日
後
で
す
。
日
本
の

脳
天
気
さ
。
こ
れ
は
、
軍
備
が
わ
か
ら
な

い
人
ば
か
り
に
な
れ
ば
、
全
く
他
人
事
に

な
っ
て
し
ま
う
。

　

我
々
が
教
訓
と
し
な
き
ゃ
い
け
な
い

の
は
、
日
本
は
国
際
法
と
か
覚
書
と
か

国
際
条
約
を
世
界
一
遵
守
し
ま
す
。
朴
訥

に
。
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
は
思
い
ま
す

が
、
国
際
法
や
覚
書
と
か
は
簡
単
に
反
故

さ
れ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
現
実
を
頭
に

入
れ
と
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
九

一
年
に
ソ
連
が
崩
壊
し
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は

独
立
し
ま
し
た
。
そ
の
独
立
し
た
時
に
ウ

ク
ラ
イ
ナ
は
国
内
に
核
弾
頭
を
持
っ
て
い

た
。
常
任
理
事
国
は
核
兵
器
を
撤
去
し
た

ら
我
々
が
主
権
と
領
土
の
一
体
性
を
保
障

す
る
と
『
ブ
タ
ペ
ス
ト
覚
書
』
を
結
ぶ
。

五
大
常
任
理
事
国
、
つ
ま
り
国
連
が
ウ
ク

ラ
イ
ナ
の
領
土
と
一
体
性
と
主
権
を
保
障

し
た
訳
で
す
。
こ
こ
で
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は

軍
縮
を
し
た
。
攻
撃
兵
器
全
部
・
核
弾
頭

は
ス
ク
ラ
ッ
プ
に
し
た
。
二
〇
一
四
年
ク

リ
ミ
ア
半
島
併
合
。
ロ
シ
ア
に
よ
っ
て
ク

リ
ミ
ア
半
島
が
併
合
さ
れ
た
。『
ブ
タ
ペ

ス
ト
覚
書
』
領
土
の
一
体
性
を
保
証
す
る

と
結
ん
で
い
る
ロ
シ
ア
が
破
っ
た
。
こ
れ

が
現
実
で
す
。
二
〇
一
四
年
、
ウ
ク
ラ
イ

ナ
は
ク
リ
ミ
ア
半
島
を
三
週
間
で
盗
ら
れ

た
の
で
す
。
そ
の
時
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、

ほ
と
ん
ど
支
援
し
な
か
っ
た
。
何
故
な

ら
、
戦
わ
な
か
っ
た
か
ら
。
今
回
は
、
血

み
ど
ろ
に
な
っ
て
自
分
の
国
を
侵
略
か

ら
守
る
た
め
に
戦
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
諸
国
は
支
援
し
て
い
る
。

　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
、
専
守
防
衛
で
す
。
専

守
防
衛
と
い
う
の
は
、本
土
防
衛
戦
で
す
。

だ
か
ら
、
国
民
が
傷
付
く
こ
と
を
前
提
に

し
て
い
る
。
意
外
と
専
守
防
衛
の
意
味
が

理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
専
守
と
い
う
の
は

守
る
だ
け
で
攻
撃
し
な
い
の
か
。
違
う
の

で
す
ね
。
こ
れ
は
、
相
手
か
ら
攻
撃
を
受

け
た
時
に
は
、
初
め
て
立
ち
上
が
る
。
こ

ち
ら
か
ら
立
ち
上
が
る
こ
と
は
し
な
い
。

つ
ま
り
、
侵
略
戦
争
し
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
専
守
防
衛
と
い
う
の
は
、
国
土
が

戦
場
に
な
る
。
だ
か
ら
、
国
民
に
被
害
が

出
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
政
策
な
の
で
す

ね
。
そ
れ
は
、
国
民
に
被
害
が
出
る
こ
と

を
前
提
に
し
た
政
策
な
ん
て
政
策
と
し
て

あ
り
得
な
い
の
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、

絶
対
に
戦
争
を
起
こ
さ
な
い
。
専
守
防
衛

と
い
う
こ
と
を
政
策
に
す
る
に
は
絶
対
に

戦
争
を
起
こ
し
て
は
な
ら
な
い
。
戦
争
を

絶
対
抑
止
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば

理
屈
が
合
わ
な
い
。
じ
ゃ
あ
抑
止
す
る
に

は
、
強
力
な
軍
事
力
で
も
っ
て
外
交
で

も
っ
て
解
決
す
る
。
抑
止
へ
の
投
資

は
躊
躇
す
る
な
。
つ
ま
り
、
独
裁
者

が
、
こ
れ
を
与
し
易
い
と
思
っ
た
ら

ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
プ
ー
チ
ン
大
統
領
が

攻
め
た
よ
う
に
戦
争
を
起
こ
す
こ
と

に
な
る
訳
で
す
。
戦
争
を
起
こ
さ
な

い
た
め
に
は
、
我
々
は
侵
略
戦
争
を

し
た
ら
死
ぬ
ま
で
戦
う
ぞ
、
と
ん
で

も
な
い
こ
と
に
な
る
ぞ
と
い
う
実
力

を
持
た
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
こ
の

実
力
が
抑
止
力
な
の
で
す
、
だ
か
ら

抑
止
力
へ
、そ
れ
は
五
十
兆
円
で
も
、

六
十
兆
円
で
も
戦
争
が
起
き
な
か
っ

た
ら
そ
っ
ち
の
方
が
良
い
し
本
当
に

安
い
訳
で
す
。
抑
止
は
、
絶
対
効
か

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
に
攻
め

る
こ
と
は
な
い
か
ら
。
専
守
防
衛
で
す
か

ら
。
こ
れ
が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
戦
争
の

教
訓
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

　

我
が
国
へ
の
侵
略
が
起
き
た
場
合
、
自

分
が
自
分
を
守
る
。
守
る
責
任
を
持
っ
て

く
だ
さ
い
。
自
分
の
国
は
自
分
で
守
り
抜

け
る
防
衛
力
は
持
つ
。
安
全
保
障
と
い
う

の
は
、
国
が
や
っ
て
く
れ
る
も
の
で
も
、

ア
メ
リ
カ
が
や
っ
て
く
れ
る
も
の
で
も
な

い
。
国
民
一
人
ひ
と
り
が
安
全
保
証
の
思

考
を
も
っ
て
頑
張
っ
て
い
か
な
き
ゃ
い
け

な
い
と
い
う
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
た
だ
け

れ
ば
あ
り
が
た
い
で
す
。
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神職の部
表彰種別 支部 奉務神社 役職 氏名 支部 奉務神社 役職 氏名 支部 奉務神社 役職 氏名

二条一号 岡山 八幡神社 宮司 田井　一郎 御津 吉備津彦神社 権禰宜 丹原亜由美 新見 天王八幡神社 宮司 松本　敏文

岡山 御前神社 宮司 佐藤　和也 東備 正八幡宮 宮司 新庄　英明 新見 青木八幡神社 宮司 勢村　健志

津山 勝部神社 宮司 松岡多衣子 邑久上道西大寺 木鍋八幡宮 宮司 髙原　家直 真庭 八幡神社 権禰宜 黒田　弘美

津山 中山神社 権禰宜 湯浅　迪彦 高梁 天神社 宮司 大塚　郁夫 久米 貴布禰神社 禰宜 柳　　宏人

津山 徳守神社 禰宜 三星　陽山 新見 八幡神社 宮司 柴田　昭彦

責任役員・総代の部
表彰種別 支部 奉務神社 役職 氏名 支部 奉務神社 役職 氏名 支部 奉務神社 役職 氏名

二条二号 岡山 岡山神社 総代 岸本　俊男 玉島浅口 八幡神社 責任役員 赤澤　恒夫 井笠 穴尾八幡神社 総代 三宅　弘士

岡山 天満宮 総代 小林　一実 玉島浅口 七神社 総代 小林　生男 吉備 西園神社 責任役員 田村　博司

岡山 天鴨神社 総代 原　　三郎 玉島浅口 安倉八幡神社 責任役員 岡田　巧磨 吉備 阿宗神社 責任役員 笹井　　静

岡山 御前神社 責任役員 内田　栄二 御津 神神社 責任役員 大森　　茂 吉備 總社 総代 小倉　克美

倉敷都窪 春日神社 責任役員 難波　光雄 御津 山野神社 責任役員 日野　昭男 川上 虹八幡神社 総代 川上　真市

倉敷都窪 鶴崎神社 責任役員 大森　　茂 御津 八幡宮 責任役員 瀧村　英則 川上 川中神社 責任役員 芳賀　本平

津山 徳守神社 総代 小川　　宏 御津 天神宮 責任役員 赤木　　斉 川上 八幡神社 責任役員 大久保哲司

津山 髙野神社 総代 宗元　正次 邑久上道西大寺 八幡宮 責任役員 柴田　　憲 川上 天満神社 総代 三宅　　実

津山 高富神社 責任役員 辻　与士郎 邑久上道西大寺 八幡宮 責任役員 松本　浩司 新見 八幡神社 責任役員 藤森　博文

津山 佐良神社 責任役員 田渕　　潔 邑久上道西大寺 殿上西神社 総代 武内　宣夫 美作 吉野神社 責任役員 井戸　賢一

児島 新庄八幡宮 総代 黒明　輝雄 邑久上道西大寺 中山八幡宮 責任役員 山田　耕市 美作 吉野神社 責任役員 岸本　保正

児島 新庄八幡宮 総代 嘉良戸恒男 邑久上道西大寺 北居都神社 総代 目黒　三芳 美作 鷺神社 責任役員 赤堀　政宣

児島 藤田神社 責任役員 三宅　秀俊 井笠 神島神社 責任役員 岩井　寛彰 美作 林野神社 責任役員 杉山　　旭

児島 鴻八幡宮 総代 吹本　秀樹 井笠 島神社 責任役員 山下　正敏 美作 高龗神社 責任役員 難波　政男

児島 鴻八幡宮 総代 清板　祝士 井笠 木野山神社 責任役員 妹尾　　肇 久米 錦織神社 責任役員 河村　豊夫

玉島浅口 戸島神社 総代 板野　敏夫 井笠 明釼神社 責任役員 三宅　　誠 久米 諏訪神社 責任役員 松坂　浩一

玉島浅口 戸島神社 責任役員 猪木　源三 井笠 磐裂神社 総代 古川真太郎 久米 志呂神社 総代 熊部　徹男

玉島浅口 神前神社 総代 難波　　章 井笠 山神社 総代 長谷川　清 久米 志呂神社 責任役員 林　生太郎

玉島浅口 神前神社 総代 畑野　潤吉 井笠 山神社 責任役員 岡本　桂吾

三条 岡山 深田神社 責任役員 竹田　幸弘 玉島浅口 戸神社 責任役員 森永洋吉郎 邑久上道西大寺 牛窓神社 責任役員 竹村　　正

児島 新庄八幡宮 責任役員 松本　家勝 御津 八幡宮 責任役員 三ノ上一郎 久米 志呂神社 責任役員 地頭代紘史

令和４年度  岡山県神社庁規程表彰該当者
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↓アミは納品用（別レイヤーにあり）

令和5年度　岡山県神社庁

一般会計歳入歳出予算書
（令和5年7月1日〜令和6年6月30日）

歳 入 の 部 （単位 ：円）
科　　　　　目 予　算　額 前年度予算額 増　減（△）

Ⅰ　�神 饌 及 幣 帛 料 750,000 750,000 0 
１　�本 庁 幣 600,000 600,000 0 

２　�神 饌 及 初 穂 料 150,000 150,000 0 

Ⅱ　�財 産 収 入 2,000 2,000 0 

Ⅲ　�負 担 金 36,920,000 33,228,000 3,692,000 
１　�神 社 負 担 金 25,844,000 23,259,600 2,584,400 

２　�神 職 負 担 金 9,230,000 8,307,000 923,000 

３　�支 部 負 担 金 1,846,000 1,661,400 184,600 

Ⅳ　�交 付 金 75,000,000 74,300,000 700,000 
１　�本 庁 交 付 金 1,500,000 1,500,000 0 

２　�神宮神徳宣揚費交付金 73,100,000 72,400,000 700,000 

３　�本 庁 補 助 金 400,000 400,000 0 

Ⅴ　�寄 付 金 10,000 10,000 0 

Ⅵ　�諸 収 入 7,336,000 2,866,000 4,470,000 
１　�表 彰 金 65,000 65,000 0 

２　�預 金 利 子 1,000 1,000 0 

３　�申 請 料 ・ 任 命 料 2,000,000 2,000,000 0 

４　�会 費 4,970,000 500,000 4,470,000 

５　�雑 収 入 300,000 300,000 0 

Ⅶ　�繰 入 金 1,300,000 1,300,000 0 
当 期 歳 入 合 計 121,318,000 112,456,000 8,862,000 
前 期 繰 越 金 28,169,593 28,255,383 △ 85,790 
歳 入 合 計 149,487,593 140,711,383 8,776,210

歳 出 の 部 （単位 ：円）
科　　　　　目 予　算　額 前年度予算額 増　減（△）

Ⅰ　�幣 帛 料 2,190,000 2,190,000 0 
１　�本 庁 幣 2,090,000 2,090,000 0 

２　�神 社 庁 幣 100,000 100,000 0 

Ⅱ　�神 事 費 400,000 400,000 0 

Ⅲ　�事 務 局 費 33,178,000 33,094,000 84,000 
１　�表 彰 並 び に 儀 礼 費 1,500,000 1,500,000 0 

　⑴　�各 種 表 彰 費 500,000 500,000 0 

　⑵　�慶 弔 費 1,000,000 1,000,000 0 

２　�会 議 費 200,000 200,000 0 

３　�役 員 関 係 費 1,400,000 1,400,000 0 

　⑴　�役 員 報 酬 1,280,000 1,280,000 0 

　⑵　�地 区 会 議 関 係 費 120,000 120,000 0 

４　�給料及び福利厚生費 18,228,000 17,544,000 684,000 

　⑴　�給 料 9,408,000 8,786,000 622,000 

　⑵　�諸 手 当 6,100,000 6,038,000 62,000 

　⑶　�各 種 保 険 料 2,600,000 2,600,000 0 

　⑷　�職 員 厚 生 費 120,000 120,000 0 

５　�庁 費 6,800,000 7,400,000 △ 600,000 

　⑴　�備 品 費 1,300,000 800,000 500,000 

　⑵　�図 書 印 刷 費 750,000 950,000 △ 200,000 

　⑶　�消 耗 品 費 1,400,000 1,400,000 0 

　⑷　�水 道 光 熱 費 1,350,000 1,250,000 100,000 

　⑸　�通 信 運 搬 費 1,000,000 1,000,000 0 

　⑹　�雑 費 1,000,000 2,000,000 △ 1,000,000 

６　�交 際 費 1,100,000 1,100,000 0 

７　�旅 費 2,800,000 2,800,000 0 

８　�維 持 管 理 費 950,000 950,000 0 

９　�法 務 対 策 費 200,000 200,000 0

科　　　　　目 予　算　額 前年度予算額 増　減（△）

Ⅳ　�指 導 奨 励 費 15,104,000 9,462,000 5,642,000 
１　�教 化 事 業 費 6,243,000 3,551,000 2,692,000 

　⑴　�教 化 費 555,000 630,000 △ 75,000 

　⑵　�広 報 費 901,000 900,000 1,000 

　⑶　�事 業 費 1,774,000 646,000 1,128,000 

　⑷　�神 宮 奉 賛 費 838,000 925,000 △ 87,000 

　⑸　�育 成 費 2,175,000 450,000 1,725,000 

２　�神 社 庁 研 修 所 費 5,000,000 2,000,000 3,000,000 

　⑴　�研 修 費 2,000,000 2,000,000 0 

　⑵　�講 習 会 費 3,000,000 0 3,000,000 

３　�祭 祀 研 究 費 1,420,000 1,420,000 0 

４　�各 種 補 助 金 2,441,000 2,491,000 △ 50,000 

　⑴　�神 政 連 関 係 費 135,000 135,000 0 

　⑵　�神 青 協 補 助 金 450,000 450,000 0 

　⑶　�氏 青 協 補 助 金 90,000 90,000 0 

　⑷　�県 教 神 協 補 助 金 90,000 90,000 0 

　⑸　�女子神職会補助金 162,000 162,000 0 

　⑹　�県 敬 婦 連 補 助 金 117,000 117,000 0 

　⑺　�神 楽 部 補 助 金 90,000 90,000 0 

　⑻　�作 州 神 楽 補 助 金 27,000 27,000 0 

　⑼　�支部長懇話会補助金 150,000 150,000 0 

　⑽　�神宮大祭派遣補助金 30,000 30,000 0 

　⑾　�教 誨 師 関 係 費 350,000 350,000 0 

　⑿　�団 体 参 拝 補 助 金 200,000 200,000 0 

　⒀　�過疎地域神社活性化助成金 450,000 500,000 △ 50,000 

　⒁　�地区大会等援助金 100,000 100,000 0 

Ⅴ　�各 種 積 立 金 7,071,200 6,980,000 91,200 
１　�職員退職給与積立金 1,411,200 1,320,000 91,200 

２　�正副庁長退任慰労金積立金 160,000 160,000 0 

３　�庁舎管理資金積立金 2,500,000 2,500,000 0 

４　�次期式年遷宮準備金 2,000,000 2,000,000 0 

５　�災 害 見 舞 積 立 金 500,000 500,000 0 

６　�関 係 者 大 会 積 立 金 500,000 500,000 0 

Ⅵ　�神 社 関 係 者 大 会 費 600,000 600,000 0 

Ⅶ　�負 担 金 24,635,600 22,522,920 2,112,680 
１　�本庁災害慰謝負担金 303,600 212,520 91,080 

２　�本 庁 負 担 金 6,072,000 4,250,400 1,821,600 

３　�本 庁 特 別 納 付 金 15,000,000 14,800,000 200,000 

４　�支 部 負 担 金 奨 励 費 2,960,000 2,960,000 0 

５　�負 担 金 特 別 対 策 費 300,000 300,000 0 

Ⅷ　�渉 外 費 620,000 620,000 0 
１　�友 好 団 体 関 係 費 370,000 370,000 0 

２　�時 局 対 策 費 100,000 100,000 0 

３　�同 和 対 策 費 150,000 150,000 0 

Ⅸ　�神宮神徳宣揚費交付金 39,000,000 39,000,000 0 

Ⅹ　�大 麻 頒 布 事 業 関 係 費 6,900,000 6,700,000 200,000 
１　�頒 布 事 務 費 650,000 550,000 100,000 

２　�頒 布 事 業 奨 励 費 6,250,000 6,150,000 100,000 

Ⅺ　�予 備 費 19,788,793 19,142,463 646,330 
当 期 歳 出 合 計 149,487,593 140,711,383 8,776,210 
次 期 繰 越 金 0 0 0 

歳 出 合 計 149,487,593 140,711,383 8,776,210

※款内流用を認める
※増減（△）は、予算額が前年度予算に比して減額である場合△で表示する。

歳入総額� 149,487,593円

歳出総額� 149,487,593円
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昨
今
、
各
神
社
の
社
頭
で
頒
布
さ
れ
る

授
与
品
は
、
過
去
に
比
べ
非
常
に
多
様
化

し
て
き
た
。
こ
の
要
因
に
つ
い
て
考
察
し

て
み
た
い
と
思
う
。

　

ま
ず
、『
神
道
辞
典
』
の
「
神
札
・
守

札
」
の
項
目
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が

あ
る
。

　
「
神
札
は
護
符
の
一
種
で
、
神
社
で
発

行
し
、
神
霊
ま
た
は
そ
の
超
自
然
力
を
示

す
象
徴
物
な
ど
を
木
、
紙
、
金
属
片
な
ど

に
記
し
た
（
書
い
た
り
刷
っ
た
り
）
も
の
。

（
中
略
）
守
札
も
護
符
の
一
種
で
あ
る
が
、

携
行
可
能
な
御
札
を
い
い
、
通
常
、
錦
な

ど
の
美
麗
な
布
製
の
袋
（
守
袋
）
ご
と
に

頒
布
さ
れ
て
い
る
。
神
札
と
同
様
紙
、木
、

金
属
な
ど
の
も
の
が
あ
る
。」

◆ 

授
与
品
の
多
様
化

　

現
在
で
も
、
神
社
で
頒
布
す
る
御
守
は

守
袋
に
内
符
を
入
れ
た
も
の
が
主
流
で
あ

る
。
し
か
し
、
昨
今
で
は
従
来
の
も
の
と

は
異
な
る
形
状
や
用
途
の
授
与
品
が
頒
布

さ
れ
て
い
る
の
を
目
に
す
る
機
会
が
増
え

た
。
私
見
だ
が
、
近
年
の
授
与
品
の
多
様

化
は
大
き
く
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
と
考
え

て
い
る
。

①
素
材
の
変
化

　

�

従
来
は
布
製
や
木
製
が
大
半
で
あ
っ
た

が
、
現
在
で
は
ア
ク
リ
ル
樹
脂
製
や
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
製
、
金
属
製
な
ど
も
多
く

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

②
携
行
方
法
の
変
化

　

�

従
来
型
の
御
守
は
「
守
袋
」
で
あ
っ
た

の
で
、
携
行
方
法
は
、「
身
に
付
け
る
」

「
カ
バ
ン
に
入
れ
る
」
と
い
う
案
内
を

し
て
い
た
。
し
か
し
近
年
で
は
、「
腕

に
巻
く
」「
電
子
機
器
に
接
続
す
る
」「
家

の
中
に
置
く
」
と
い
う
携
行
方
法
の
も

の
も
登
場
し
て
い
る
。

③
奉
製
形
態
の
変
化

　

�

従
来
は
い
わ
ゆ
る
「
授
与
品
業
者
」
と

呼
ば
れ
る
社
寺
専
用
の
業
者
が
奉
製
を

担
当
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。し
か
し
、

昨
今
で
は
他
業
種
が
参
入
し
て
い
る
場

合
も
多
く
、
同
業
種
・
他
業
種
を
問
わ

ず「
コ
ラ
ボ
授
与
品
」「
コ
ラ
ボ
御
朱
印
」

と
い
う
物
も
増
え
て
き
て
い
る
。

◆ 

Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
普
及

　

で
は
、
な
ぜ
最
近
に
な
っ
て
旧
来
で

は
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
授
与
品
が
爆
発

的
に
増
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
は

「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
普
及
」
と
「
御
朱
印
ブ
ー
ム
」

と
い
う
二
つ
の
大
き
な
要
因
が
、
相
互
に

交
じ
り
合
い
形
成
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

　

ま
ず
、「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
普
及
」
で
あ
る
が
、

こ
こ
十
年
で
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
、
ツ
イ
ッ

タ
ー
、
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
に
代
表
さ
れ
る

「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ

ン
グ
サ
ー
ビ
ス
）」
が
爆
発
的
に
普
及
し

た
。
こ
れ
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
、

個
人
同
士
を
つ
な
ぐ
サ
ー
ビ
ス
の
総
称
で

あ
り
、
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
を
開
設
し
て
、

参
拝
者
向
け
の
広
報
活
動
を
行
っ
て
い
る

神
社
も
増
え
て
き
て
い
る
。

　

ま
た
、
利
用
者
同
士
の
交
流
も
盛
ん
で

あ
り
、
神
社
の
社
殿
や
境
内
、
授
与
品
の

画
像
を
掲
載
し
て
い
る
参
拝
者
も
多
い
。

一
時
期
、「
イ
ン
ス
タ
映
え
」
と
い
う
言

葉
が
話
題
に
な
っ
た
よ
う
に
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
利

用
者
に
は
「
見
た
目
」
や
「
話
題
性
」
を

重
視
し
て
い
る
傾
向
が
強
い
と
思
わ
れ

る
。

　

私
見
に
な
る
が
、
そ
れ
ら
利
用
者
に
合

わ
せ
、
神
社
側
も
授
与
品
に
「
見
た
目
」

や
「
話
題
性
」
を
求
め
る
傾
向
が
強
ま
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。
デ

ザ
イ
ン
性
や
話
題
性
に
富
ん
だ
授
与
品
を

奉
製
す
る
こ
と
で
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
利
用
者
は
無

償
で
神
社
の
広
報
活
動
に
協
力
し
て
く

れ
、
さ
ら
に
神
社
の
周
知
や
参
拝
者
の
増

加
に
も
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。

◆ 

御
朱
印
ブ
ー
ム

　

次
の
「
御
朱
印
ブ
ー
ム
」
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
御
朱
印
を
求
め
る
参
拝
者
が
、

令
和
改
元
を
境
に
飛
躍
的
に
増
加
し
た
事

例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
御
朱
印

ブ
ー
ム
」
は
前
述
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
と
も
相
性
が

良
く
、
十
年
前
で
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど

増
加
し
た
。
こ
の
た
め
、
神
社
に
参
拝
す

る
層
も
大
き
く
様
変
わ
り
し
、
従
来
の
参

拝
者
層
に
比
べ
若
年
層
の
比
率
が
増
加
傾

向
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
を
総
合
的
に
考
え
る
と
、
年
々

多
様
な
種
類
が
出
て
く
る
御
朱
印
も
然
る

こ
と
な
が
ら
、
同
様
に
授
与
品
も
、
そ
の

傾
向
と
の
相
関
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

と
思
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
従
来
の
い
わ
ゆ

る
「
授
与
品
業
者
」
だ
け
で
は
な
く
、「
御

朱
印
や
授
与
品
は
稼
げ
る
」
と
感
じ
た
他

業
種
の
参
入
障
壁
が
低
く
な
っ
た
、
も
し

く
は
無
く
な
っ
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
授

多
様
化

多
様
化
す
る
す
る
授
与
品

授
与
品
を
考
え
る

を
考
え
る

教
化
委
員
会
　
広
報
部
会
　
三
　
谷
　
真
　
之

教
化
委
員
会
　
広
報
部
会
　
三
　
谷
　
真
　
之
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与
品
に
も
、
従
来
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た

多
様
な
も
の
が
出
て
き
た
の
で
は
な
い

か
、
と
考
え
て
い
る
。

◆ 

ど
こ
ま
で
許
容
さ
れ
る
の
か

　

こ
こ
ま
で
授
与
品
が
多
様
化
し
た
理
由

を
推
察
し
て
き
た
が
、
結
論
と
し
て
「
授

与
品
の
多
様
化
は
ど
こ
ま
で
許
容
さ
れ
る

の
か
」
と
い
う
論
点
も
必
要
に
な
っ
て
く

る
と
思
う
。

　

ま
ず
神
社
本
庁
が
示
し
て
い
る
授
与
品

の
取
扱
い
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
あ

る
。○�

社
頭
頒
布
品
に
お
け
る
税
務
対

応
と
授
与
品
の
御
取
扱
い
に
つ

い
て

　�（
平
成
十
一
年
七
月
六
日
付
総
神

発
第
一
〇
六
〇
号
）
か
ら
抜
粋

一
、�

凡
そ
神
社
社
頭
で
頒
布
さ
れ

る
神
符
・
守
札
ま
た
は
縁
起

物
と
い
わ
れ
る
干
支
や
土
鈴

等
の
授
与
品
は
、
単
な
る
装

飾
品
や
置
物
で
は
な
い
。
よ
っ

て
左
の
点
に
留
意
し
、
こ
れ

ら
の
社
頭
授
与
品
が
信
仰
上

の
対
象
で
あ
る
こ
と
を
明
白

に
す
る
こ
と
。

（
一
）�

授
与
品
に
は
、
祈
願
を
行
う

な
ど
信
仰
上
の
儀
式
を
徹
底

す
る
こ
と
。

（
二
）�

授
与
品
の
形
態
、
紋
様
、
図

柄
、
文
字
に
つ
い
て
、
神
社

と
の
関
係
（
特
殊
性
、
縁
起

性
、
縁
由
）
等
を
説
明
で
き

る
よ
う
に
し
、
一
般
物
販
販

売
業
者
の
物
品
と
同
質
の
も

の
と
解
釈
さ
れ
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
。

（
三
）�

神
社
の
尊
厳
を
損
な
う
よ
う

な
も
の
に
つ
い
て
は
、
厳
に

取
扱
い
を
慎
む
こ
と
。

　

こ
れ
を
見
て
み
る
と
、
特
に
（
三
）
に

関
し
て
は
、
明
確
な
線
引
き
は
不
可
能
で

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
職
の
解
釈
に
よ
る

と
思
わ
れ
る
。
神
職
そ
れ
ぞ
れ
に
可
否
判

断
の
尺
度
が
あ
り
、
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
の

人
生
経
験
、
神
職
と
し
て
の
奉
務
経
験
に

よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
う
。

　

ま
た
、
我
々
神
職
は
神
社
の
維
持
運
営

に
加
え
て
自
身
の
生
活
も
あ
る
。
参
拝
者

の
増
加
を
考
え
る
な
ら
ば
、
様
々
な
試
行

錯
誤
が
必
要
と
な
る
。
氏
子
数
の
減
少
や

崇
敬
心
の
低
下
と
い
っ
た
、
昨
今
の
神
社

界
が
直
面
し
て
い
る
諸
問
題
に
対
処
す
る

た
め
に
、
授
与
品
の
多
様
化
を
図
る
こ
と

は
、
あ
る
意
味
自
然
と
も
い
え
る
。

　

し
か
し
、
多
様
化
に
は
際
限
が
な
く
更

な
る
助
長
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

そ
う
な
る
と
授
与
品
の
持
つ
本
来
の
価
値

を
神
職
自
身
が
下
げ
か
ね
な
い
行
為
と
な

る
。
神
社
の
尊
厳
を
考
え
る
と
本
当
に
そ

れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
崇
敬
心
が
あ
る

方
に
ま
で
「
神
社
が
金
儲
け
に
走
っ
て
い

る
」「
奇
抜
な
こ
と
ば
か
り
し
て
い
る
」

と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
誤
解
・
不
信
を
招

き
、
心
が
離
れ
て
い
く
と
い
っ
た
、
良
く

な
い
結
果
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の

点
に
つ
い
て
は
、
聖
と
俗
の
バ
ラ
ン
ス
感

覚
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。

　

最
後
に
、
授
与
品
を
奉
製
し
、
取
扱
う

神
職
の
姿
勢
や
思
考
が
「
一
般
物
販
販
売

業
者
の
物
品
と
同
質
の
も
の
」「
神
社
の

尊
厳
を
損
な
う
よ
う
な
も
の
」
に
な
っ
て

い
な
い
か
、
短
絡
的
・
即
物
的
な
考
え
方

に
陥
っ
て
い
な
い
か
、
充
分
に
留
意
す
る

必
要
が
あ
る
と
思
う
。

　
「
神
社
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
て
連

絡
し
ま
し
た
。」
と
ご
祈
祷
の
申
し
込
み

が
あ
る
と
最
近
よ
く
聞
く
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

一
方
、
神
社
庁
へ
「
氏
神
神
社
が
ど

こ
な
の
か
」
と
の
問
い
合
わ
せ
も
未
だ

相
当
数
あ
る
そ
う
で
す
。
ま
た
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
見
て
も
氏
神
神
社
の
検
索
の

仕
方
が
分
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
意
見

も
多
く
あ
る
よ
う
で
す
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
庁
報
を
利
用
し
て
「
神

社
検
索
の
方
法
」
の
説
明
を
掲
載
し
た

い
と
考
え
ま
し
た
。
ま
た
関
連
し
て
「
神

社
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
へ
の
投
稿
は
一
般
の

方
で
も
可
能
で
す
。
多
く
の
方
に
写
真

を
投
稿
し
て
い
た
だ
き
、
県
内
神
社
の

魅
力
を
発
信
し
て
い
け
れ
ば
と
投
稿
の

方
法
も
掲
載
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
で
き
れ
ば
八
・
九
ペ
ー
ジ

を
コ
ピ
ー
し
て
神
社
や
町
内
会
（
区
）

の
掲
示
板
に
貼
り
出
し
た
り
、
回
覧
板

を
利
用
す
る
こ
と
で
、
ま
ず
岡
山
県
神

社
庁
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
在
る
こ
と
を

多
く
の
方
に
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

県
内
ど
こ
の
神
社
に
お
参
り
し
て
も

同
じ
も
の
が
貼
っ
て
あ
る
こ
と
は
大
き

な
広
報
に
な
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

神
職
・
総
代
の
皆
様
に
は
、
趣
旨
を

ご
理
解
い
た
だ
き
ま
し
て
、
何
卒
ご
協

力
を
賜
り
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

◆
岡
山
県
神
社
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
周
知

〜
本
号
八
・
九
ペ
ー
ジ
活
用
の
お
願
い
〜
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岡
山
県
神
社
庁
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
は
、
神
社
庁
か
ら
の

最
新
情
報
を
始
め
、
一
般
の

方
が
参
加
で
き
る
行
事
や
神

社
に
関
わ
る
貴
重
な
情
報
を

発
信
し
て
お
り
ま
す
。ま
た
、

神
社
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
閲
覧
投

稿
や
県
内
神
社
の
検
索
も
で

き
ま
す
。

　

特
に
、「
神
社
ギ
ャ
ラ

リ
ー
」
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
直
接
投
稿
が
で
き
た
り
、

「
神
社
検
索
」
は
自
分
の
氏

神
神
社
が
ど
こ
な
の
か
検
索

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

是
非
、
岡
山
県
神
社
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
活
用
く

だ
さ
い
。

神社の風景をご紹介しています。また、写真を投稿いただくこともできます。
県内神社のお祭りや四季折々の風景など、それぞれの神社の特色や魅力がご覧いただけます。

ご自身の氏神神社の投稿はないでしょうか。皆様の投稿をお待ちしております。

神社ギャラリーの投稿方法

岡
山
県
神
社
庁

岡
山
県
神
社
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

神社ギャラリー　過去の投稿写真の一部

スマートフォン、
タブレット端末で
読み込む〔ＱＲコード〕

ここをクリック

投稿はこちらから

トップページ 神社ギャラリー
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県下1,612社（注）を網羅！
ホームページから簡単に調べることができます。
氏神神社や参拝したい神社を検索してみましょう。

神社の検索方法

トップページ トップページ

検索画面 検索画面

スマートフォン・タブレット端末の画面 パソコンの画面

ここを
クリック

ここを
タップ

入力欄に検索したい指定の文字を入れる
※「住所」とは神社の鎮座地、「氏子地域」は市区町村の後の字名を入力してください。

入力欄 入力欄

（注）神社本庁包括神社令和５年７月１日現在

氏神神社へお参りしましょう
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令
和
四
年
度
、
神
宮
奉
賛
部
会
で
は
神

宮
大
麻
頒
布
推
進
を
目
的
と
し
て
以
下
の

三
つ
の
事
業
を
行
っ
た
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
お
け
る
ア
ン
ケ
ー

ト
や
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
集
計
結
果
を
左

記
の
通
り
報
告
す
る
の
で
、
参
考
に
し
て

い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
あ
る
。

一
、
神
棚
無
料
頒
布

　

神
宮
大
麻
を
は
じ
め
、
氏
神
様
の
御
札

等
を
お
祀
り
す
る
宮
形
を
無
料
で
頒
布
す

る
こ
と
に
よ
り
、
大
麻
や
御
札
の
頒
布
数

を
上
げ
よ
う
と
平
成
三
十
年
度
か
ら
始
め

た
試
み
も
、
今
年
度
で
五
年
目
を
迎
え
る

こ
と
と
な
っ
た
。

　

県
内
各
社
に
は
ポ
ス
タ
ー
掲
示
の
ご
協

力
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
、
こ
の
場
を
借

り
て
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

　

令
和
四
年
度
は
十
二
月
二
十
日
か
ら
翌

年
一
月
二
十
日
ま
で
の
三
十
二
日
間
を
受

付
期
間
と
し
、
総
計
五
一
六
宇
の
神
棚
を

希
望
者
へ
謹
呈
し
た
。

　

申
し
込
み
に
あ
た
り
、簡
単
な
ア
ン
ケ
ー

ト
へ
の
回
答
を
お
願
い
し
て
お
り
、
そ
の

集
計
結
果
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
り
大
麻

頒
布
増
加
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　

ま
ず
ア
ン
ケ
ー
ト
の
設
問
は
、
性
別
・

年
代
・
神
棚
無
料
贈
呈
の
ポ
ス
タ
ー
を
見

た
場
所
・
氏
神
様
を
知
っ
て
い
る
か
否
か
・

神
棚
の
設
置
場
所
な
ど
を
設
定
し
た
。

①�

性
別
は
男
女
比
ほ
ぼ
半
々
で
あ
り
、
性

別
に
よ
る
差
異
は
見
ら
れ
な
か
っ
た

（
図
１
参
照
）。

②�
年
代
で
見
る
と
、
若
年
層
（
四
十
歳
ま

で
）
は
二
二
％
、
高
齢
層
（
六
十
一
歳

以
上
）は
一
五
％
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

そ
の
中
間
層
（
四
十
一
〜
六
十
歳
）
が

六
三
％
と
高
い
割
合
で
あ
っ
た
（
図
２

参
照
）。
新
た
に
家
庭
を
持
ち
、
新
築

し
た
家
に
神
棚
を
迎
え
た
い
と
い
う
年

代
か
ら
は
少
し
高
い
印
象
が
あ
る
。
お

そ
ら
く
厄
年
を
迎
え
、
厄
除
祈
願
を
受

け
た
御
札
を
お
祀
り
す
る
の
に
神
棚
を

所
望
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
祈
願
札
と
共
に
神
宮
大
麻
を
お
祀

り
し
て
も
ら
え
る
よ
う
、
今
後
の
啓
発

活
動
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
層
の
絞
り
込
み
に

有
益
な
情
報
で
あ
る
た
め
、
ぜ
ひ
活
用

し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

③�

ポ
ス
タ
ー
を
見
た
神
社
数
の
割
合
は
、

備
前
地
区
が
五
％
、備
中
地
区
が
三
％
、

美
作
地
区
が
三
％
と
あ
ま
り
差
が
な

い
。
一
方
、
神
棚
を
頒
布
し
た
数
の
割

合
は
、
備
前
地
区
が
五
九
％
、
備
中
地

区
が
二
六
％
、
美
作
地
区
が
七
％
と

な
っ
た
（
図
３
参
照
）。
人
口
や
年
齢

層
に
多
少
の
影
響
が
あ
る
の
か
も
し
れ

な
い
が
、
都
市
部
よ
り
は
地
方
の
方
が

既
に
神
棚
を
持
っ
て
い
る
世
帯
が
多
い

こ
と
も
影
響
し
て
希
望
者
数
が
少
な

か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
表
に

は
記
載
し
て
い
な
い
が
、
総
計
五
一
六

宇
頒
布
の
う
ち
教
化
委
員
会
事
業
部
会

主
催
の
「
し
め
縄
体
験
講
座
」
の
時
に

三
八
宇
の
申
し
込
み
が
あ
っ
た
。

④�

氏
神
様
の
周
知
度
は
か
な
り
高
く
、
神

棚
祭
祀
を
す
る
意
向
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
神
社
に
興
味
関
心
を
持
っ
て
い
る

こ
と
が
伺
え
る
（
図
４
参
照
）。

⑤�

神
棚
を
祀
る
場
所
は
、
リ
ビ
ン
グ
が

四
五
％
、
和
室
が
二
四
％
、
台
所
・
寝

室
が
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
％
と
家
庭
祭
祀
が

中
心
と
な
る
こ
と
が
伺
え
た
が
、
注

目
し
た
い
の
は
事
務
所
と
答
え
た
率
が

七
％
と
意
外
と
高
く
、
企
業
に
対
す
る

頒
布
啓
発
活
動
が
今
後
有
効
に
な
っ
て

く
る
可
能
性
が
示
さ
れ
た（
図
５
参
照
）。

二
、
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
広
告

　

デ
ジ
タ
ル
ネ
イ
テ
ィ
ブ
世
代
へ
の
啓
発

活
動
と
し
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
動
画
共
有

サ
ー
ビ
ス
の
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
を
利
用
し
、

年
末
年
始
に
か
け
て
Ｃ
Ｍ
広
告
を
活
用
し

た
。
内
容
は
『
お
う
ち
で
伊
勢
参
り
し
て

み
ま
せ
ん
か
』
と
題
し
、
コ
ロ
ナ
禍
で
参

宮
が
叶
わ
な
く
と
も
近
く
の
神
社
で
お
伊

勢
さ
ん
の
御
札
が
受
け
ら
れ
る
こ
と
を
宣

伝
し
た
も
の
で
、
広
告
の
最
後
に
は
県
神

社
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
に
あ
る
神
宮
大
麻

サ
イ
ト
へ
の
リ
ン
ク
を
貼
り
付
け
た
。

　

広
告
の
表
示
回
数
三
九
・
七
万
回
に
対

し
、
最
後
ま
で
視
聴
し
た
数
は
二
〇
・
二
万�

回
と
、
五
一
％
近
く
の
方
へ
動
画
に
興
味

を
持
っ
て
視
聴
し
て
も
ら
え
た
。

　

年
代
は
十
八
〜
二
十
四
歳
が
四
七
％
、

二
十
五
〜
三
十
四
歳
が
二
三
％
、三
十
五
〜

四
十
四
歳
が
三
〇
％
と
若
年
層
の
視
聴
が

高
か
っ
た
が
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
閲
覧
す

る
ま
で
に
至
っ
た
の
は
そ
れ
ぞ
れ
三
三
％
・�

一
七
％
・
五
〇
％
と
多
寡
が
逆
転
し
た
。

や
は
り
家
庭
を
持
ち
、
実
際
に
御
札
を
お

祀
り
す
る
年
齢
層
で
な
い
と
高
い
関
心
は

示
さ
な
い
よ
う
だ
（
図
６
参
照
）。

　

曜
日
に
よ
る
視
聴
数
の
差
異
は
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
時
間
帯
は
十
八

時
以
降
の
夜
間
帯
が
も
っ
と
も
多
く
、
好

き
な
動
画
を
見
る
合
間
で
視
聴
し
て
も
ら

え
た
よ
う
で
あ
る
。

　

Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
広
告
は
配
信
す
る
年

齢
層
を
は
じ
め
、
時
間
や
曜
日
な
ど
の
表

  

神
宮
大
麻
頒
布
推
進
事
業
の
報
告

神
宮
大
麻
頒
布
推
進
事
業
の
報
告

  

〜
課
題
を
明
確
に
し
改
善
に
取
り
組
む
〜

〜
課
題
を
明
確
に
し
改
善
に
取
り
組
む
〜

教
化
委
員
会
　
神
宮
奉
賛
部
会
　
副
部
長
　
新
　
井
　
俊
　
亮

教
化
委
員
会
　
神
宮
奉
賛
部
会
　
副
部
長
　
新
　
井
　
俊
　
亮
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示
設
定
が
可
能
で
あ
る
た
め
、
訴
求
す
る

年
齢
層
を
明
確
に
し
、
そ
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト

層
が
よ
く
動
画
を
視
聴
す
る
時
間
帯
に

ポ
イ
ン
ト
を
当
て
て
配
信
す
る
こ
と
に
よ

り
、
よ
り
効
果
的
な
啓
発
活
動
が
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
。

三
、
神
道
青
年
協
議
会
へ
の
助
成

　

神
宮
大
麻
頒
布
一
五
〇
周
年
を
記
念
し
、

神
道
青
年
協
議
会
で
は
神
道
青
年
全
国
協

議
会
と
の
共
催
で
、令
和
四
年
十
二
月
七
〜�

八
日
に
か
け
て
神
宮
写
真
展
を
開
催
し
た
。

本
部
会
で
は
例
年
神
青
協
の
神
宮
啓
発
活

動
へ
の
助
成
を
し
て
お
り
、
当
事
業
に
お

い
て
は
希
望
す
る
来
場
者
へ
簡
易
神
棚
を

無
料
贈
呈
す
る
形
で
の
協
力
を
し
た
。

　

贈
呈
し
た
神
棚
数
は
来
場
者
の
一
一
％

で
あ
る
三
九
宇
で
あ
り
、
元
か
ら
神
社
に

興
味
関
心
の
あ
る
層
で
も
神
棚
祭
祀
を
す

る
に
至
っ
て
い
な
い
方
々
へ
進
呈
す
る
こ
と

が
で
き
、
今
後
の
増
頒
布
に
期
待
し
た
い
。

　

今
年
度
は
今
ま
で
行
っ
て
き
た
活

動
を
よ
り
良
く
す
る
た
め
、
神
棚
贈

呈
ポ
ス
タ
ー
の
デ
ザ
イ
ン
変
更
や
、

Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
広
告
で
の
キ
ャ
ッ
チ
フ

レ
ー
ズ
を
よ
り
参
拝
者
に
親
し
ん
で
も
ら

え
る
も
の
を
模
索
す
る
な
ど
、
改
善
事
項

を
見
直
し
、
神
宮
啓
発
な
ら
び
に
大
麻
頒

布
推
進
に
尽
力
し
て
い
き
た
い
。

図１　年代・性別の地区別グラフ図１　年代・性別の地区別グラフ

〜
20
歳

合
計

81
歳
〜

71
〜
80
歳

61
〜
70
歳

51
〜
60
歳

41
〜
50
歳

31
〜
40
歳

21
〜
30
歳

0

30

60

90

120
（単位：人）

■ 男性　　■ 女性

■ 備中地区 （190件の回答）

〜
20
歳

合
計

81
歳
〜

71
〜
80
歳

61
〜
70
歳

51
〜
60
歳

41
〜
50
歳

31
〜
40
歳

21
〜
30
歳

0

7.5

15

22.5

30

37.5
（単位：人）

■ 男性　　■ 女性

■ 美作地区 （47件の回答）

〜
20
歳

合
計

81
歳
〜

71
〜
80
歳

61
〜
70
歳

51
〜
60
歳

41
〜
50
歳

31
〜
40
歳

21
〜
30
歳

0

40

80

120

160
（単位：人）

■ 男性　　■ 女性

■ 備前地区 （279件の回答）

71～80歳
4％

21～30歳
4％

31～40歳
16％

81歳～
1％ ～20歳

2％

61～70歳
10％

41～50歳
30％

51～60歳
33％

図２　年代別図２　年代別

図３　ポスターを見た神社と神棚頒布の割合図３　ポスターを見た神社と神棚頒布の割合

地　区 神社数 ポスターを見た神社数 割　合
（ポスターを見た神社数／地区神社数） 神棚頒布数 割　合

（神棚地区頒布数／神棚総頒布数）

備　前 550 29 5% 305 59%

備　中 667 21 3% 136 26%

美　作 395 12 3% 37 7%

（516件の回答）
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その他
1％

氏神様を
知っている
67％

氏神様を
知らない
32％

図５　神棚を祀る場所図５　神棚を祀る場所図４　氏神様の周知度図４　氏神様の周知度
場　所 数 割　合

リビング 232 45%
和室 124 24%
台所 54 10.5%
寝室 53 10.3%
事務所 37 7.2%
店舗等 4 0.8%
玄関 4 0.8%
自室 2 0.4%
洗面所 2 0.4%
その他 4 0.8%

合　計 516 100%
※四捨五入のため、合計は100%になりません。

図６　YouTube広告 視聴者年代図６　YouTube広告 視聴者年代

35～44歳
50％

18～24歳
33％

25～34歳
17％

■ 神宮大麻サイトを見た数 （40件の回答）

35～44歳
30％

18～24歳
47％

25～34歳
23％

■ 動画視聴数 （20万件の回答）

（516件の回答）

支部名
令和３年度 令和４年度頒布数 判定数

頒布数 判定数 申込数 大麻 中大麻 大大麻 頒布数 前年比 頒布率 申込数 前年度申込比 判定頒布数 前年比 頒布率 判定比率

01�岡山支部 8,059 8,206 9,300 8,303 150 78 8,531 472� 22.64% 9,300� 0� 8,684 479 23.04% 1.018倍

02�倉敷都窪支部 12,624 13,000 13,440 12,094 627 144 12,865 241� 56.52% 13,478� 38� 13,323 323 58.53% 1.036倍

03�津山支部 8,752 8,964 9,370 8,800 241 93 9,134 382� 45.11% 9,370� 0� 9,348 384 46.16% 1.023倍

04�児島支部 15,931 16,187 15,931 15,100 330 91 15,521 ▲410� 51.54% 15,621� ▲310� 15,777 ▲410 52.39% 1.016倍

05�玉島浅口支部 14,693 15,063 15,700 13,896 429 153 14,478 ▲215� 76.70% 15,700� 0� 14,846 ▲218 78.64% 1.025倍

06�御津支部 7,800 8,581 7,865 8,098 969 367 9,434 1,634� 127.43% 9,538� 1,673� 10,286 1,705 138.94% 1.090倍

07�東備支部 7,617 7,641 8,750 7,465 33 9 7,507 ▲110� 39.60% 8,350� ▲400� 7,533 ▲109 39.73% 1.003倍

08�邑久上道西大寺支部 6,310 6,609 6,633 5,415 430 113 5,958 ▲352� 54.10% 6,661� 28� 6,286 ▲323 57.08% 1.055倍

09�井笠支部 14,452 15,261 15,930 12,908 908 359 14,175 ▲277� 57.04% 15,410� ▲520� 14,988 ▲273 60.31% 1.057倍

10�吉備支部 10,605 10,841 10,620 10,223 319 52 10,594 ▲11� 69.86% 10,710� 90� 10,806 ▲35 71.26% 1.020倍

11�高梁支部 7,165 7,361 7,260 6,975 270 54 7,299 134� 93.64% 7,362� 102� 7,488 127 96.06% 1.026倍

12�川上支部 2,472 2,639 2,482 2,174 190 64 2,428 ▲44� 89.26% 2,464� ▲18� 2,587 ▲52 95.11% 1.065倍

13�新見支部 6,293 7,300 6,293 4,392 1,586 175 6,153 ▲140� 78.76% 6,570� 277� 7,121 ▲179 91.15% 1.157倍

14�真庭支部 7,547 7,711 8,160 7,352 136 93 7,581 34� 74.45% 7,745� ▲415� 7,742 31 76.03% 1.021倍

15�美作支部 7,593 7,937 7,780 7,090 399 147 7,636 43� 69.25% 7,790� 10� 7,983 46 72.39% 1.045倍

16�英北支部 1,513 1,580 1,836 1,328 101 16 1,445 ▲68� 80.14% 1,836� 0� 1,512 ▲68 83.83% 1.046倍

17�久米支部 6,170 6,591 6,376 5,352 641 101 6,094 ▲76� 80.76% 6,244� ▲132� 6,516 ▲76 86.34% 1.069倍

合　計 145,596 151,469 153,726 136,965 7,759 2,109 146,833 1,237� 57.36% 154,149� 423� 152,822 1,353 59.70% 1.041倍

※判定数　　大麻頒布数を１倍、中大麻頒布数を1.5倍、大大麻頒布数を２倍とした数

令和４年度　神宮大麻頒布支部別一覧令和４年度　神宮大麻頒布支部別一覧
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自
治
会
等
に
よ
る
神
社
関
係
費
の
徴
収

　
―�

地
域
社
会
と
の
良
好
な
関
係
の

�

維
持
の
た
め
に
―

（
相
談
）

　

当
社
に
係
る
神
社
関
係
費
に
つ
い
て

は
、
当
社
が
所
在
す
る
町
区
の
自
治
会
が

区
費
の
一
部
と
し
て
構
成
員
か
ら
徴
収
し

て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
の
徴
収
方
法
は
、
神

社
関
係
費
の
支
出
を
一
般
会
計
と
は
区
別

し
な
い
ま
ま
一
括
し
て
区
費
と
し
て
徴
収

す
る
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で

す
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
他
の
宗
教
を
信

仰
し
て
い
る
当
該
自
治
会
の
構
成
員
か

ら
、
自
分
は
神
社
神
道
を
信
仰
し
て
い
な

い
の
に
神
社
に
関
す
る
支
出
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
憲

法
に
お
け
る
信
教
の
自
由
と
の
関
係
で
問

題
で
は
な
い
か
と
い
う
旨
の
こ
と
を
主
張

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
徴
収
方
法
に
関
し
て
問
題

は
あ
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

（
回
答
）

一
、�
自
治
会
等
に
よ
る
神
社
関
係
費
の
徴

収
と
信
教
の
自
由
と
の
関
係

　

神
社
関
係
費
に
つ
い
て
は
、
自
治
会
等

が
構
成
員
の
方
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が
行

わ
れ
て
い
る
も
の
と
存
じ
ま
す
。そ
し
て
、

こ
の
こ
と
に
関
し
て
反
対
す
る
構
成
員
の

方
が
い
な
け
れ
ば
、
構
成
員
の
方
か
ら
徴

収
す
る
こ
と
に
つ
い
て
大
き
な
問
題
は
生

じ
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

も
っ
と
も
、
自
治
会
等
の
構
成
員
の
中

に
は
、
例
え
ば
別
の
宗
教
を
信
仰
し
て
お

り
神
社
神
道
を
信
仰
し
て
い
な
い
方
が
い

る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
構
成
員
か
ら
、
神

社
に
関
す
る
費
用
に
つ
い
て
支
出
す
る
こ

と
に
関
し
て
、
信
教
の
自
由
と
の
関
係
で

問
題
で
は
な
い
か
等
と
難
色
を
示
さ
れ
る

可
能
性
も
考
え
ら
れ
得
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
の
点
、
信
教
の
自
由
に
係
る
憲
法
の

規
定
は
、
行
政
機
関
で
は
な
い
自
治
会
と

そ
の
構
成
員
間
の
よ
う
な
私
人
間
に
お
い

て
直
接
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
信
教
の

自
由
が
憲
法
に
お
い
て
保
障
さ
れ
て
い
る

関
係
上
、
私
人
間
の
関
係
に
お
い
て
も
、

信
教
の
自
由
に
つ
い
て
十
分
に
尊
重
さ
れ

る
べ
き
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

御
相
談
に
お
け
る
自
治
会
が
ど
の
よ
う

な
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
に
も
よ
り
ま
す

が
、
例
え
ば
、
当
該
自
治
会
が
そ
の
町
区

に
お
け
る
住
民
の
百
パ
ー
セ
ン
ト
近
い
方

が
加
入
し
て
い
る
等
の
理
由
か
ら
、
当
該

自
治
会
か
ら
の
脱
退
の
自
由
に
つ
い
て
実

質
的
に
大
き
く
制
限
さ
れ
て
い
る
よ
う
な

状
態
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
状
態

の
も
と
で
神
社
関
係
費
の
支
出
を
一
般
会

計
と
は
区
別
し
な
い
ま
ま
一
括
し
て
徴
収

し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
神
社

神
道
を
信
仰
せ
ず
神
社
関
係
費
の
支
出
に

つ
い
て
承
諾
し
な
い
構
成
員
か
ら
も
徴
収

し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
徴
収
方
法
に

つ
い
て
、
事
実
上
、
宗
教
上
の
行
為
へ
の

参
加
を
強
制
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
該
構

成
員
の
信
教
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で

あ
る
と
判
断
さ
れ
る
リ
ス
ク
が
考
え
ら
れ

ま
す
。

二
、�

自
治
会
等
が
神
社
関
係
費
を
徴
収
す

る
際
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
注
意

す
る
べ
き
？

　

前
述
の
よ
う
な
リ
ス
ク
を
考
慮
す
る

と
、
ま
ず
、
自
治
会
等
が
神
社
関
係
費
を

構
成
員
か
ら
徴
収
す
る
際
に
は
、
ど
の
よ

う
な
趣
旨
の
も
の
と
し
て
何
円
を
徴
収
し

て
い
る
か
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
べ
き
で

す
。
そ
の
た
め
、
神
社
関
係
費
の
支
出
を

一
般
会
計
と
は
区
別
し
な
い
ま
ま
一
括
し

て
区
費
と
し
て
徴
収
す
る
こ
と
は
避
け
、

例
え
ば
、
神
社
関
係
費
と
し
て
処
理
す
る

特
別
会
計
を
自
治
会
等
に
お
い
て
設
け
た

上
で
、
神
社
関
係
費
と
し
て
何
円
徴
収
す

る
と
い
う
こ
と
を
明
示
し
て
徴
収
す
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
、
神
社
関
係
費
を
徴
収
す
る
際

に
は
、
構
成
員
の
方
か
ら
こ
の
こ
と
に
関

す
る
理
解
を
得
た
上
で
行
う
よ
う
に
す
る

べ
き
で
す
。

三
、�

神
社
と
地
域
社
会
と
の
良
好
な
関
係

を
維
持
す
る
た
め
に

　

神
社
の
業
務
を
円
滑
に
運
営
し
て
い
く

た
め
に
は
、
神
社
と
地
域
社
会
と
の
良
好

な
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

地
域
社
会
と
の
関
係
で
法
的
に
問
題
が

生
じ
な
い
か
等
に
関
し
て
お
悩
み
が
あ
る

場
合
に
は
、
弁
護
士
に
御
相
談
さ
れ
る
こ

と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

小
林
や
す
ひ
こ
の

神
社
法
律
相
談

　
近
年
、
県
内
神
社
も
法
律
上
の

ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
、
弁
護

士
に
相
談
す
る
ケ
ー
ス
が
出
て
き

て
い
る
こ
と
か
ら
、
小
林
裕
彦
弁

護
士
に
岡
山
県
神
社
庁
の
顧
問
弁

護
士
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
小
林
弁
護
士
に
自
治
会

等
に
よ
る
神
社
関
係
費
の
徴
収
に

つ
い
て
説
明
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。

岡山県神社庁
顧 問 弁 護 士

小
こ

�林
ばやし

�裕
や す

�彦
ひ こ

岡山市北区弓之町２番15号　弓之町シティセンタービル６階
TEL.086-225-0091　FAX.086-225-0092

小林裕彦法律事務所
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神

職

任

免

▲

就
任
発
令
の
部
▲

年 

月 
日

鎮
　
座
　
地

神 

社 

名

本 

務 

職

氏
　
名

4
・
12
・
1

高
梁
市
有
漢
町
有
漢

廣
峰
神
社

禰
宜

中
山　

祐
紀

4
・
12
・
5

岡
山
市
北
区
吉
備
津

吉
備
津
神
社

権
禰
宜

鈴
木　

玉
樹

4
・
12
・
7

美
作
市
江
見

江
見
神
社

禰
宜

松
原　

安
穂

4
・
12
・
8

真
庭
市
上
河
内

熊
野
神
社

宮
司

須
田　

宗
徳

5
・
3
・
3

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
和
田

素
盞
嗚
神
社

宮
司

土
居　

章
徳

5
・
3
・
8

新
見
市
哲
西
町
大
野
部

春
日
神
社

宮
司

沖
津　

巧
士

5
・
3
・
11

新
見
市
哲
多
町
宮
河
内

豊
岡
八
幡
神
社

宮
司

三
上　

忠
男

5
・
3
・
11

新
見
市
哲
多
町
成
松

八
幡
神
社

宮
司

三
上　

喜
弘

5
・
3
・
15

美
作
市
真
加
部

八
幡
神
社

宮
司

豊
田　

邦
彦

5
・
3
・
18

真
庭
市
木
山

木
山
神
社

禰
宜

今
田　

勝
巳

5
・
4
・
1

岡
山
市
中
区
奥
市

岡
山
縣
護
國
神
社

禰
宜

藤
本　

政
範

5
・
5
・
1

真
庭
市
上
河
内

熊
野
神
社

禰
宜

須
田　

織
江

5
・
5
・
10

岡
山
市
北
区
三
門
中
町

國
神
社

権
禰
宜

大
守　
　

綾

▲

退
任
発
令
の
部
▲

年 

月 

日

鎮
　
座
　
地

神 

社 

名

本 

務 

職

氏
　
名

4
・
12
・
7

真
庭
市
上
河
内

熊
野
神
社

禰
宜

須
田　

宗
徳

5
・
1
・
31

岡
山
市
北
区
吉
備
津

吉
備
津
神
社

権
禰
宜

長
谷
川
智
大

5
・
3
・
2

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
和
田

素
盞
嗚
神
社

禰
宜

土
居　

章
徳

5
・
3
・
7

新
見
市
哲
西
町
八
鳥

疫
清
神
社

宮
司

沖
津　

和
昭

5
・
3
・
7

新
見
市
哲
西
町
八
鳥

疫
清
神
社

禰
宜

沖
津　

巧
士

5
・
3
・
10

新
見
市
哲
多
町
成
松

八
幡
神
社

宮
司

三
上　

忠
男

5
・
3
・
10

新
見
市
哲
多
町
成
松

八
幡
神
社

禰
宜

三
上　

喜
弘

5
・
3
・
14

勝
田
郡
奈
義
町
柿

八
幡
神
社

禰
宜

豊
田　

邦
彦

5
・
3
・
17

高
梁
市
巨
瀬
町

御
崎
神
社

宮
司

今
田　

勝
巳

5
・
3
・
31

岡
山
市
中
区
奥
市

岡
山
縣
護
國
神
社

権
禰
宜

藤
本　

政
範

年 

月 

日

鎮
　
座
　
地

神 

社 

名

本 

務 

職

氏
　
名

5
・
4
・
30

和
気
郡
和
気
町
藤
野

和
氣
神
社

権
禰
宜

周
藤　

忠
明

5
・
4
・
30

真
庭
市
上
河
内

熊
野
神
社

権
禰
宜

須
田　

織
江

5
・
6
・
10

小
田
郡
矢
掛
町
小
田

武
荅
神
社

宮
司

清
水　

啓
介

5
・
6
・
10

小
田
郡
矢
掛
町
小
田

武
荅
神
社

権
禰
宜

池
田　

陽
子

神

職

帰

幽

年 

月 

日

鎮
　
座
　
地

神 

社 

名

本
務
職

氏
　
名

現
身
分

享
年

4
・
12
・
4

瀬
戸
内
市
長
船
町
土
師

木
鍋
八
幡
宮

名
誉
宮
司

髙
原　

家
康

二
級
上

96

4
・
12
・
7

美
作
市
真
加
部

八
幡
神
社

宮
司

豊
田　

雅
弘

三
級

86

4
・
12
・
27

井
原
市
美
星
町
烏
頭

八
幡
神
社

宮
司

田
邉　

聖
祐

二
級

86

5
・
2
・
23

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尾
張

八
幡
宮

宮
司

河
野　

正
道

三
級

67

5
・
2
・
26

津
山
市
上
之
町

大
隅
神
社

宮
司

石
田　

博
之

三
級

84

5
・
3
・
13

真
庭
市
種

田
根
神
社

宮
司

東
郷　

和
泉

三
級

88

5
・
5
・
2

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
上
竹

御
王
神
社

宮
司

石
井　

満
崇

三
級

43

職

員

退

職

年 

月 

日

鎮
　
座
　
地

神 

社 

名

本 

務 

職

氏
　
名

5
・
3
・
31

岡
山
県
神
社
庁

録
事

山
田　

容
子

神
社
庁
辞
令

年 
月 
日

機
　
構
　
名

機
構
役
職

氏
　
名

5
・
2
・
14

顧
問
・
参
与

参
与

戸
部　

廣
徳

5
・
3
・
15

協
議
員
会

協
議
員
１
号

磯
山　

賦
三

5
・
5
・
16

協
議
員
会

協
議
員
２
号

湯
浅　

迪
彦
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庁　　務　　日　　誌　　抄庁　　務　　日　　誌　　抄

12月
１日 月次祭
２日 DX会議（オンライン）
５日 祭祀舞部会
７日 神青協「神宮写真展」第１日目（能楽堂ホール）／同宗連役員会
８日 神青協「神宮写真展」第２日目（能楽堂ホール）
９日 神宮奉賛部会
13日 祭儀部会／事業部会（鶴崎神社）
16日 女子神職会清掃奉仕／DX会議（オンライン）
22日 神青協総務部会

１月
５日 年始祭
20日 女子神職会／DX会議（オンライン）
23日 雅楽部会
24日 神政連幹事会
25日 役員会／身分選考表彰委員会／神宮奉賛部会
27日 同宗連役員会（ZOOM）／総務委員会
30日 研修企画室会議
31日 DX会議（オンライン）

２月
１日 月次祭
６日 神宮奉賛部会／祭祀舞部会（いさお会館）
７日 女子神職会／事業部会
14日 DX会議（オンライン）
15日 中国地区神社庁連絡会議（山口県）第１日目／育成部会
16日 中国地区神社庁連絡会議（山口県）第２日目／神宮奉賛部会
22日 祭儀部会（いさお会館）
27日 総務委員会
28日 女子神職会

３月
１日 月次祭／公開憲法フォーラム（広島県）
２日 広報部会
10日 神殿祭／祭祀舞部会
14日 女子神職会／DX会議（オンライン）／事業部会
17日 神青協役員会
22日 二級上・二級辞令伝達式
27日 同宗連役員会／岡山県宗教者の会常任理事会／女子神職会／神宮奉賛部会
29日 祭儀部会
30日 身分選考表彰委員会

４月
３日 月次祭／祭祀委員会
４日 神青協役員会
５日 祭祀委員会役員会
７日 伊勢神宮崇敬会岡山県本部役員会評議員会／関係者大会企画委員会
10日 神楽部監査会／神楽部役員会／神青協総会
11日 教化委員会役員会／総務委員会（ZOOM）
12日 教化委員会役員会
17日 育成部会
19日 岡山県神社関係者大会
25日 女子神職会
27日 総務委員会（ZOOM）／敬神婦人会監査会／敬神婦人会役員会

５月
１日 月次祭及び新型コロナウイルス感染症流行衰勢奉告祭
８日 中国地区中堅神職研修会（乙）第１日目
９日 中国地区中堅神職研修会（乙）第２日目
10日 中国地区中堅神職研修会（乙）第３日目／同宗連記念事業企画会議
11日 中国地区中堅神職研修会（乙）第４日目／事業部会（鶴崎神社）
12日 中国地区中堅神職研修会（乙）第５日目
17日 支部長懇話会（倉敷都窪支部）１日目
18日 支部長懇話会（倉敷都窪支部）２日目／女子神職会
21日 神楽部総会（日名神楽交流館）
22日 祭祀舞部会
24日 事業部会
26日 雅楽研修会
30日 祭祀委員会役員会
31日 財務委員会

６月
１日 月次祭
３日 初任神職研修会第１日目
４日 初任神職研修会第２日目
７日 中国地区女子神職研修会第１日目（岡山県）／二級辞令伝達式
８日 中国地区女子神職研修会第２日目（岡山県）／役員会／身分選考表彰委員会
12日 祭祀舞部会
13日 祭儀部会
17日 初任神職研修会第３日目
18日 初任神職研修会第４日目
23日 定例協議員会
27日 神青協役員会／神青協清掃奉仕／広報部会（いさお会館）
29日 雅楽部会

令和４年12月１日～令和５年６月30日

↑罫線隠してます。
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令
和
五
年
八
月
十
五
日

令
和
五
年
十
一
月
七
日
～
八
日

�

（
中
国
地
区
神
社
庁
職
員
研
修
）

令
和
五
年
十
二
月
二
十
九
日

�

～
令
和
六
年
一
月
四
日
（
年
末
年
始
）

　

広
報
部
会
は
、
庁
報
・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
通
し
て
各
神
社
の
隆
昌
に
つ
な
が
る
活

動
を
推
進
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

�

広
報
部
会　

副
部
長　

石
井
宏
尚

ああ  

とと  

がが  

きき

ト
ピ
ッ
ク
ス

ト
ピ
ッ
ク
ス

　

令
和
五
年
五
月
十
一
日
に
岡
山
県
立
図

書
館
に
て
贈
呈
式
が
行
わ
れ
た
。前
作『
あ

ま
の
い
わ
と
』
と
同
様
に
県
下
七
十
一
の

公
共
図
書
館
へ
配
布
さ
れ
た
。

　

令
和
五
年
五

月
二
十
一
日
に

鶴
崎
神
社
（
都

窪
郡
早
島
町
鎮

座
）
に
て
開
催

さ
れ
た
。
実
際

の
春
祭
に
奉
仕

で
き
た
こ
と
は

神
話
絵
本
第
二
作

『
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
』
完
成

第
四
回
巫
女
体
験
研
修
開
催

貴
重
な
体
験
と
な
っ
た
。　

令
和
五
年
五

月
二
十
四
日
に

赤
磐
市
立
山
陽

西
小
学
校
（
山

陽
団
地
）
に
て

開
催
さ
れ
た
。

全
学
年
が
体
育

館
に
集
合
。
質

疑
応
答
で
は
、
雅
楽
や
楽
器
の
起
源
に
対

す
る
質
問
が
多
く
聞
か
れ
た
。

　

令
和
五
年
五

月
二
十
六
日
に

神
社
庁
に
て
雅

楽
研
修
会
が
開

催
さ
れ
た
。
雅

楽
部
員
以
外
の

参
加
は
四
名

で
、
そ
の
う
ち

二
名
は
ほ
ぼ
初
心
者
で
あ
っ
た
。
祭
典
に

於
い
て
の
雅
楽
は
教
化
の
ひ
と
つ
に
も
な

る
。
経
験
者
は
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
、
未
経
験

者
に
は
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う

雅
楽
鑑
賞
会

雅
楽
研
修
会

努
め
、
今
後
も
毎
年
開
催
を
予
定
し
て
い

る
。

　

令
和
五
年
六

月
三
・
四
日
と

十
七
・
十
八
日

の
四
日
間
、
神

社
庁
に
て
開
催

さ
れ
二
十
四
名

が
受
講
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
多

く
の
研
修
会
に
参
加
し
て
研
鑽
を
積
ん
で

い
た
だ
き
た
い
。

初
任
神
職
研
修
会

閉
庁
の
お
知
ら
せ

退
任
挨
拶

退
任
挨
拶

�

山
　
田
　
容
　
子

　

私
事
で
恐
縮
で
す
が
、
令
和
五
年

三
月
三
十
一
日
を
も
ち
ま
し
て
退
職

い
た
し
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
九
年
四
月
か
ら
六
年
間
、

皆
様
に
は
色
々
と
ご
指
導
い
た
だ
き
、

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

今
後
は
皆
様
か
ら
学
ん
だ
こ
と
を

生
か
し
、
地
元
の
兵
庫
県
で
精
進
し

て
参
り
ま
す
。

　

皆
様
の
ご
活
躍
と
ご
健
康
を
心
よ

り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

就
任
挨
拶

就
任
挨
拶

��

　　

松
　
浦
　
愛
　
実

松
　
浦
　
愛
　
実

　

こ
の
た
び
岡
山
県
神
社
庁
に
録
事

と
し
て
入
庁
い
た
し
ま
し
た
松
浦
愛

実
と
申
し
ま
す
。

　

本
務
神
社
は
水
守
神
社
で
禰
宜
を

務
め
て
お
り
ま
す
。

　

出
身
地
は
岡
山
県
玉
野
市
、
得
意

な
こ
と
は
断
捨
離
で
す
。

　

私
は
少
し
人
見
知
り
で
、
今
だ
に

す
ぐ
に
緊
張
し
て
し
ま
い
ま
す
が
毎

日
楽
し
く
お
仕
事
を
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
、
皆

さ
ま
と
の
信
頼
を
深
め
、
岡
山
県
神

社
庁
と
県
内
の
神
社
の
発
展
に
貢
献

で
き
る
よ
う
、
精
一
杯
頑
張
り
ま
す
。

　

慣
れ
な
い
こ
と
ば
か
り
で
至
ら
な

い
点
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

ご
指
導
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。


